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構
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
サ
ー
バ
」
を
「
機
構
サ
ー
バ
」

に
改
め
、
「
法
第
三
十
条
の
五
第
一
項
」
を
「
法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を

削
り
、
同
条
第
六
号
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
サ
ー
バ
」
を
「
機
構
サ
ー
バ
」
に
改
め
、
同
号
を
同
条

第
五
号
と
し
、
同
条
第
七
号
か
ら
同
条
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　
第
三
条
第
七
号
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
」
を
「
機
構
」
に
改
め
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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ッ
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ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
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一
部
を
改

　
正
す
る
訓
令 

（
市
町
村
支
援
課
）…

…
…
…
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一

　
福
岡
県
公
告
式
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号
）
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

　
福
岡
県
訓
令
第
十
一
号

本
　
　
　
　
　
　
庁
　
　

出
　
先
　
機
　
関
　
　

教
　
　
育
　
　
庁
　
　

監
査
委
員
事
務
局
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局
　
　

　
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日

福
岡
県
知
事
　
　
小
　
川
　
　
洋
　
　

　
　
　
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　
訓
令

　
福
岡
県
住
民
基
本
台
帳
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
運
用
管
理
規
程
（
平
成
十
四
年
八
月
福
岡
県
訓
令

第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
二
条
第
二
号
中
「
指
定
情
報
処
理
機
関
」
を
「
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
（
以
下
「
機
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